
【様式】

公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）
随意契約とした理由

1
高度科学分析技術を活
用した本県農水産物の
技術支援業務

残留農薬分析、栄養
機能性成分分析、そ
の他、県の農林水産
業の振興に資する分
析技術等の研究及び
これに付帯する業務

7,700,000
第167条の2第1項
第2号

　本件業務は、本県農産物の輸出や競争力強
化を図るために必要な残留農薬や機能性成分
等の分析技術人材の育成や技術の高度化であ
る。
　同センターは、本県農業の実情に明るく、
残留農薬分析技術や機能性成分分析技術につ
いても豊富な知見を有している。このような
研究体制及びノウハウを備え、本件を受託可
能な組織は他になく、競争入札に適さないこ
とから随意契約とした。

農政水産部
農業普及技術課

随意契約とした理由等
契約所管部局
・課（室）名

№ 契約の名称 契約の概要
契約金額
（税込）

（単位：円）

一般社団法人食の安全分析センター

令和４年度　県と公社等との随意契約の締結状況
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